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掛川市条例第１２号

掛川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２７年３月２３日

掛川市長

（別紙）
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掛川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

掛川市職員の退職手当に関する条例（平成17年掛川市条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって

は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分

に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

（自己の都合による退職等の場合の退職手当の （自己の都合による退職等の場合の退職手当の

基本額） 基本額）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員 ２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員

等共済組合法（昭和37年法律第152号）第84条 等共済組合法（昭和37年法律第152号）第84条

第２項に規定する障害等級に該当する程度の障 第２項に規定する障害等級に該当する程度の障

害の状態にある傷病とする。次条第２項及び第 害の状態にある傷病とする。この項、次条第２

６条において同じ｡)又は死亡によらず、その者 項及び第６条において同じ｡)又は死亡によら

の都合により退職した者に対する退職手当の基 ず、その者の都合により退職した者に対する退

本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当す 職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる

るときは、前項の規定にかかわらず、同項の規 者に該当するときは、前項の規定にかかわら

定により計算した額に当該各号に定める割合を ず、同項の規定により計算した額に当該各号に

乗じて得た額とする。 定める割合を乗じて得た額とする。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額）

第10条の４ 退職した者に対する退職手当の調整 第10条の４ 退職した者に対する退職手当の調整

額は、その者の基礎在職期間（第６条の２第２ 額は、その者の基礎在職期間（第６条の２第２

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同 項に規定する基礎在職期間をいう。以下同

じ｡)の初日の属する月からその者の基礎在職期 じ｡)の初日の属する月からその者の基礎在職期

間の末日の属する月までの各月（地方公務員法 間の末日の属する月までの各月（地方公務員法

第27条及び第28条の規定による休職（公務上の 第27条及び第28条の規定による休職（公務上の

傷病による休職、通勤による傷病による休職及 傷病による休職、通勤による傷病による休職及

び職員を地方住宅供給公社法（昭和40年法律第 び職員を地方住宅供給公社法（昭和40年法律第

124号）に規定する地方住宅供給公社、地方道 124号）に規定する地方住宅供給公社、地方道

路公社法（昭和45年法律第82号）に規定する地 路公社法（昭和45年法律第82号）に規定する地

方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関す 方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関す

る法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地 る法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地

開発公社（以下「地方公社」という｡)又は国家 開発公社（以下「地方公社」という｡)又は国家

公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215 公務員退職手当法施行令（昭和28年政令第215

号。以下「施行令」という｡)第６条に規定する 号。以下「施行令」という｡)第６条に規定する
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法人（退職手当（これに相当する給与を含 法人（退職手当（これに相当する給与を含

む｡)に関する規程において、職員が地方公社又 む｡)に関する規程において、職員が地方公社又

はその法人の業務に従事するために休職され、 はその法人の業務に従事するために休職され、

引き続いて地方公社又はその法人に使用される 引き続いて地方公社又はその法人に使用される

者となった場合におけるその者の在職期間の計 者となった場合におけるその者の在職期間の計

算については、地方公社又はその法人に使用さ 算については、地方公社又はその法人に使用さ

れる者としての在職期間はなかったものとする れる者としての在職期間はなかったものとする

ことと定めているものに限る。以下「休職指定 ことと定めているものに限る。以下「休職指定

法人」という｡)の業務に従事させるための休職 法人」という｡)の業務に従事させるための休職

を除く｡)、地方公務員法第29条の規定による停 を除く｡)、地方公務員法第29条の規定による停

職その他これらに準ずる事由により現実に職務 職その他これらに準ずる事由により現実に職務

に従事することを要しない期間のある月（現実 に従事することを要しない期間のある月（現実

に職務に従事することを要する日のあった月を に職務に従事することを要する日のあった月を

除く。以下「休職月等」という｡)のうち規則で 除く。以下「休職月等」という｡)のうち規則で

定めるものを除く｡)ごとに当該各月にその者が 定めるものを除く｡)ごとに当該各月にその者が

属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ 属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ

て当該各号に定める額（以下「調整月額」とい て当該各号に定める額（以下「調整月額」とい

う｡)のうちその額が最も多いものから順次その う｡)のうちその額が最も多いものから順次その

順位を付し、その第１順位から第60順位までの 順位を付し、その第１順位から第60順位までの

調整月額（当該各月の月数が60月に満たない場 調整月額（当該各月の月数が60月に満たない場

合には、当該各月の調整月数）を合計した額と 合には、当該各月の調整月数）を合計した額と

する。 する。

(1) 第１号区分 ５万4,150円 (1) 第１号区分 ７万400円

(2) 第２号区分 ５万円 (2) 第２号区分 ６万5,000円

(3) 第３号区分 ４万5,850円 (3) 第３号区分 ５万9,550円

(4) 第４号区分 ４万1,700円 (4) 第４号区分 ５万4,150円

(5) 第５号区分 ３万3,350円 (5) 第５号区分 ４万3,350円

(6) 第６号区分 ２万5,000円 (6) 第６号区分 ３万2,500円

(7) 第７号区分 ２万850円 (7) 第７号区分 ２万7,100円

(8) 第８号区分 １万6,700円 (8) 第８号区分 ２万1,700円

(9) （略） (9) （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整 ４ 退職した者でその勤続期間が４年以下のもの

額は、第１項の規定にかかわらず、当該各号に 及び第４条第２項に規定する傷病又は死亡によ

定める額とする。 らずにその者の都合により退職した者に該当す

(1) 退職した者でその勤務期間が24年以下のも る者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの

の（次号に掲げる者を除く｡) 第１項第１号 に対する退職手当の調整額は、第１項の規定に

から第７号まで又は第９号に掲げる職員の区 かかわらず、同項の規定により計算した額の２

分にあっては当該各号に定める額、同項第８ 分の１に相当する額とする。

号に掲げる職員の区分にあっては０として、

同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者でその勤続期間が４年以下のも

の及び第４条第２項に規定する傷病又は死亡

によらずにその者の都合により退職した者に

該当する者でその勤続期間が10年以上24年以
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下のもの 前号の規定により計算した額の２

分の１に相当する額

５ （略） ５ （略）

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算）

第11条 （略） 第11条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在 ５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在

職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公 職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公

務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第 務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第

182号）第２条に規定する者をいう。以下同 182号）第２条に規定する者をいう。以下同

じ｡)（以下「職員以外の地方公務員等」と総称 じ｡)（以下「職員以外の地方公務員等」と総称

する｡)が引き続いて職員となったときにおける する｡)が引き続いて職員となったときにおける

その者の職員以外の地方公務員等としての引き その者の職員以外の地方公務員等としての引き

続いた在職期間を含むものとする。この場合に 続いた在職期間を含むものとする。この場合に

おいて、その者の職員以外の地方公務員等とし おいて、その者の職員以外の地方公務員等とし

ての引き続いた在職期間については、前各項の ての引き続いた在職期間については、前各項の

規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間 規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間

をその者の職員以外の地方公務員等としての引 をその者の職員以外の地方公務員等としての引

き続いた在職期間として計算するものとする。 き続いた在職期間として計算するものとする。

ただし、退職により、この条例の規定による退 ただし、退職により、この条例の規定による退

職手当に相当する給与の支給を受けているとき 職手当に相当する給与の支給を受けているとき

は、当該給与の計算の基礎となった在職期間 は、当該給与の計算の基礎となった在職期間

（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が （当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が

その者が在職した地方公共団体等の退職手当に その者が在職した地方公共団体等の退職手当に

関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独 関する規定又は特定地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条 立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条

第２項に規定する特定地方独立行政法人をい 第２項に規定する特定地方独立行政法人をい

う。以下同じ｡)の退職手当の支給の基準（同法 う。以下同じ｡)の退職手当の支給の基準（同法

第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準 第48条第２項又は第51条第２項に規定する基準

をいう。以下同じ｡)において明確に定められて をいう。以下同じ｡)において明確に定められて

いない場合においては、当該給与の額を退職の いない場合においては、当該給与の額を退職の

日におけるその者の給料月額で除して得た数に 日におけるその者の給料月額で除して得た数に

12を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき 12を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てる｡)に相当する月数） は、その端数を切り捨てる｡)に相当する月数）

は、その者の職員としての引き続いた在職期間 は、その者の職員としての引き続いた在職期間

には含まないものとする。 には含まないものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法 (2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法

人（以下「地方公共団体等」という｡)で、退 人（以下「地方公共団体等」という｡)で、退

職手当に関する規定又は退職手当の支給の基 職手当に関する規定又は退職手当の支給の基

準において、当該地方公共団体等以外の地方 準において、当該地方公共団体等以外の地方

公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公 公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公

務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行 務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行

政法人法第55条に規定する一般地方独立行政 政法人法第８条第３項に規定する一般地方独

法人をいう。以下同じ｡)、地方公社若しくは 立行政法人をいう。以下同じ｡)、地方公社若
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公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第 しくは公庫等（国家公務員退職手当法第７条

１項に規定する公庫等をいう。以下同じ｡) の２第１項に規定する公庫等をいう。以下同

（以下「一般地方独立行政法人等」という｡) じ｡)（以下「一般地方独立行政法人等」とい

に使用される者（役員及び常時勤務に服する う｡)に使用される者（役員及び常時勤務に服

ことを要しない者を除く。以下「一般地方独 することを要しない者を除く。以下「一般地

立行政法人等職員」という｡)が、任命権者若 方独立行政法人等職員」という｡)が、任命権

しくはその委任を受けた者又は一般地方独立 者若しくはその委任を受けた者又は一般地方

行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給さ 独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支

れないで、引き続いて当該地方公共団体の公 給されないで、引き続いて当該地方公共団体

務員となった場合に、当該地方公共団体等以 の公務員となった場合に、当該地方公共団体

外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政 等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職 行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人

員としての勤続期間を当該地方公共団体等の 等職員としての勤続期間を当該地方公共団体

公務員としての勤続期間に通算することと定 等の公務員としての勤続期間に通算すること

めているものの公務員（以下「特定地方公務 と定めているものの公務員（以下「特定地方

員」という｡)が、任命権者又はその委任を受 公務員」という｡)が、任命権者又はその委任

けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独 を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地

立行政法人又は地方公社で、退職手当（これ 方独立行政法人又は地方公社で、退職手当

に相当する給与を含む。以下この項において （これに相当する給与を含む。以下この項に

同じ｡)に関する規程において、地方公務員又 おいて同じ｡)に関する規程において、地方公

は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命 務員又は他の一般地方独立行政法人等職員

権者若しくはその委任を受けた者又は一般地 が、任命権者若しくはその委任を受けた者又

方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退

支給されないで、引き続いて当該一般地方独 職手当を支給されないで、引き続いて当該一

立行政法人又は地方公社に使用される者とな 般地方独立行政法人又は地方公社に使用され

った場合に、地方公務員又は他の一般地方独 る者となった場合に、地方公務員又は他の一

立行政法人等職員としての勤続期間を当該一 般地方独立行政法人等職員としての勤続期間

般地方独立行政法人又は地方公社に使用され を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に

る者としての勤続期間に通算することと定め 使用される者としての勤続期間に通算するこ

ているものに使用される者（役員及び常時勤 とと定めているものに使用される者（役員及

務に服することを要しない者を除く。以下そ び常時勤務に服することを要しない者を除

れぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又 く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法

は「特定地方公社職員」という｡)となるため 人職員」又は「特定地方公社職員」という｡)

退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行 となるため退職し、かつ、引き続き特定一般

政法人職員又は特定地方公社職員として在職 地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員

した後引き続いて再び地方公務員となるため として在職した後引き続いて再び地方公務員

退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務 となるため退職し、かつ、引き続き職員以外

員として在職した後更に引き続いて職員とな の地方公務員として在職した後更に引き続い

った場合においては、先の職員以外の地方公 て職員となった場合においては、先の職員以

務員としての引き続いた在職期間の始期から 外の地方公務員としての引き続いた在職期間

後の職員以外の地方公務員としての引き続い の始期から後の職員以外の地方公務員として

た在職期間の終期までの期間 の引き続いた在職期間の終期までの期間

(3)～(7) （略） (3)～(7) （略）

６～９ （略） ６～９ （略）
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附 則

この条例は、平成27年４月１日から施行する。


